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第五号書式（第二十条関係）（用紙Ａ４)

　　　　　 一級

建築士事務所登録申請書二級
木造

［記入注意］
１　※印欄は、記入しないでください。 ※手数料欄
２　登録申請者氏名(法人にあっては、その代表者の氏名)の記載を自署で
　　行う場合においては、押印を省略することができます｡
３　□のある欄は、該当する□の中に印を付けてください。
４　現登録年月日及び登録番号の欄は、更新の登録を受けようとする場合に
　　記入して下さい。

５　登録申請手数料　一級建築士事務所15,000円
二級
木造

建築士事務所10,000円

　 一級

　 二級　建築士事務所の登録を申請します。この申請書及び添付書類の記載事項は事実に相違ありません。　
 　木造

株式会社新潟県設計
代表取締役　新潟 花子平成　2１年　1月　30日 登録申請者氏名　 印

　　 新潟県指定事務所登録機関

社団法人新潟県建築士事務所協会会長　様

建
　
築
　
士

事
　
務
　
所

名
ふり

　　　　　称
がな

株式会社新潟県設計 長岡支店　一級建築士事務所
             にいがたけんせっけい　ながおかしてん　いっきゅうけんちくしじむしょ

所 在 地
長岡市四郎丸町173－2

郵便番号 940－8567 電話（ 0258 ） 99 － 1111 番
一級建築士事務所、

二級建築士事務所又は
木造建築士事務所の別 一級建築士事務所

登

録

申

請

者

個
人
で
あ

る
と
き

氏
ふり

　　　  　名
がな 建築士の

資格
一級建築士・二級建築士
木造建築士・ な　　し

住 所

法
人
で
あ
る
と
き

名
ふり

　　　  　称
がな

　　 株式会社新潟県設計
　　　           　　にいがたけんせっけい

事　務　所
所　在　地 　　新潟市中央区新光町4－1

役 員 の 氏 名 　　代表取締役　新潟 花子
及  び  役  名

　　取締役　柳都 一郎

建
築
士
事
務
所
を

管
理
す
る
建
築
士

氏
ふり

　  　　　名
がな

柳都　一郎
りゅうと　いちろう 登　録　番　号 99999

一級建築士、　

一級建築士

登録を受けた都道府県名
（二級建築士、木造建築

士の場合）
二級建築士又は
木造建築士の別

管理建築士講習を
修了した年月日

平成 20 年　 10 月 20　 日 修 了 証 番 号 第002A-12009N号

現 登 録 年 月 日
及 び 登 録 番 号

平成 16 年 3 月 10 日
※
審
　
　
査

新潟県知事登録（ イ ） 1234 号

新
規
□

更
新
■

※登録年月日
及び登録番号

平成 年 月 日

新潟県知事登録（ ） 号

上記申請書記載事項を適当と認め、建築士法第23条の３第１項の規定により一・二級・木造建築士事務
所登録簿に登録する。

登録有効期間　　　平成　　　　年　　　　月　　　　日まで

正 副

法人の場合は代表者印
（法務局への届出印）

該当部分を囲むこと

登記上の本店所在地を記入。

欄内に記入出来ない場合は別
紙により添付のこと

ここは記入しないこと

更新申請の場合のみ、
現在の登録年月日と登
録番号を記入

該当する方にチェック

① ②

③

④

⑤

⑥

⑦ ⑧

⑨



第六号様式（第二十条関係）（Ａ４）

添　付　書　類　（イ）　

業　務　概　要　書
［記入注意］

１　最近のものから順次記入して下さい。

２　［例］

甲　野　太　郎 東京都
甲野ビル 鉄筋コンクリート造 設計及び

工事監理

平成1.8.1-

貸事務所 三階建て延で500平方ﾒｰﾄﾙ 2.1.10

注文者
建築物所
在地都道
府 県 名

建物の名称
及び用途

構造及び規模 業務内容 期間

万代三郎 新潟県
万代ビル 鉄骨造３階建 設計及び H19.4.10～

事務所 延350㎡ 工事監理 H19.11.1

高田花子 新潟県 高田邸 木造２階建 設計 H18.9.1～

住宅 延148.5㎡ H19.1.20

・他の設計事務所の下請けを行った物件は、注文者をその設計事務所
名とし、業務内容を記入すること。
・更新時に該当の無い場合は「該当なし」と記載し、その理由も明記
すること。
・新規の場合は記入しないこと。



添付書類 （ロ）

所　属　建　築　士　名　簿

氏    名
ふり　　　　がな

一級建築士、二
級建築士又は木
造建築士の別及
び管理建築士で
ある場合にあっ
ては、その旨

登 録 番 号

登録受けた都道
府県名（二級建
築士又は木造建
築士の場合）

構造設計一級建
築士又は設備設
計一級建築士で
ある場合にあっ
ては、その旨

構造設計一級建
築士証又は設備
設計一級建築士
証の交付番号

柳都　一郎 一級建築士 99999 構造設計 4578
(管理建築士) 一級建築士

長岡　桃子 一級建築士 111111 設備設計 7890
一級建築士

新発田　五郎 二級建築士 5555 新潟県

新潟　花子 二級建築士 2222 新潟県

　　　　　　　　　　　　　 一 級 建 築 士 ２名

二 級 建 築 士 ２名

　　　　　　合　計　 ４名 木 造 建 築 士 　名

構造設計一級建築士 １名

　　　　　　　　　　　　　 設備設計一級建築士 １名

管理建築士を記入してくださ
い

A-HOSOKAWA
タイプライタ
い



 

添付書類 （ハ）

略　　歴　　書 ＜登録申請者＞

　［記入注意］

　　１　氏名の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができます。

　　２　職歴の欄は、最近のものから順次記入してください。

　　３　勤務先の欄は、自家営業の場合には自営と記入してください。

氏　　　　　　 　名 新潟　花子 印 生年月日
S25.1.1

建 築 士 の 資 格

一級建築士 登 登録を受けた都

二級建築士 録

2222

道府県名（二級

新潟県木造建築士 番 建築士又は木造

な し 号 建築士の場合）

学
年　 月　 日 学校名及び学科名 卒 業 ・ 修 了 ・ 中 退 の 別

昭和48年3月31日 新潟大学工学部建築課 卒業
歴

期　　　　間
勤　　　　　　務　　　　　　先 地　　　 位　・　職　　　 名

年月 ～ 年月

平成10年1月～

株式会社新潟県設計 代表取締役　　　　　　現在
職 平成2年4月～

同上 営業部長平成9年12月

昭和58年4月～

同上 営業課長平成2年3月

昭和48年4月～

同上 営業担当昭和58年3月

歴

個人印（認印）

学校卒業（修了）後、すべての職歴を記入すること



～

 

添付書類 （ハ）

略　　歴　　書 ＜管理建築士＞

　［記入注意］

　　１　氏名の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができます。

　　２　職歴の欄は、最近のものから順次記入してください。

　　３　勤務先の欄は、自家営業の場合には自営と記入してください。

氏　　　　　　 　名 　柳都　一郎 印 生年月日
S31.11.19

建 築 士 の 資 格

一級建築士 登 登録を受けた都

二級建築士 録

99999

道府県名（二級

木造建築士 番 建築士又は木造

な し 号 建築士の場合）

学
年　 月　 日 学校名及び学科名 卒 業 ・ 修 了 ・ 中 退 の 別

昭和55年3月31日 新潟大学大学院自然科学研究科 修了
歴

期　　　　間
勤　　　　　　務　　　　　　先 地　　　 位　・　職　　　 名

年月 ～ 年月

平成16年1月～

株式会社新潟県設計 建築部長　　　　　　現在
職 平成8年4月～

同上 建築課長平成15年12月

昭和年63年9月

柳都建築士事務所（自営） 代表平成8年3月

昭和55年4月～

新潟建設株式会社 建築担当昭和63年8月

歴

個人印（認印）

学校卒業（修了）後、すべての職歴を記入すること



添付書類 （ニ）

　登録申請者（営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人及び
登録申請者が法人である場合における当該法人の役員を含む。）が下記のいずれにも該当
しないことを誓約します。

　平成 21 年 1 月 30 日

株式会社新潟県設計
代表取締役　新潟 花子 印

（署　　　名）　

　新潟県指定事務所登録機関

社団法人新潟県建築士事務所協会会長　様

1 　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

2 　成年被後見人又は被保佐人

3 　禁錮刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつ

た日から5年を経過しない者

4 　建築士法の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、

その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

5 　建築士法第9条第1項第4号又は第10条第1項の規定により一級建築士、二級建築士又は木

造建築士の免許を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者

6 　建築士法第26条第1項又は第2項の規定により建築士事務所について登録を取り消され、

その取消しの日から起算して5年を経過しない者（当該登録を取り消された者が法人であ

る場合においては、その取消しの原因となつた事実があつた日以前1年以内にその法人の

役員であつた者でその取消しの日から起算して5年を経過しないもの）

7 　建築士法第26条第2項の規定により建築士事務所の閉鎖の命令を受け、その閉鎖の期間

が経過しない者（当該命令を受けた者が法人である場合においては、当該命令の原因とな

つた事実があつた日以前1年以内にその法人の役員であつた者でその閉鎖の期間が経過し

ないもの）

8 　建築士事務所について建築士法第24条第1項及び第2項に規定する要件を欠く者

9 　禁錮以上の刑に処せられた者（3に該当する者を除く。）

10 　建築士法の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられた

者（4に該当する者を除く。）

[記入注意] 1　登録申請者が法人である場合には、法人の代表者の氏名を併せて記載してください。

2　3から7まで、9又は10のいずれかに該当するときは、該当事項を抹消し、かつ、上欄

 にその事実をできるだけ詳細に記入してください。

記

誓　　 約　　 書

登録申請者の氏名又は名称

代表印　（第5号
様式と同様）



  登録簿に登録されると、提出申請書の1部を建築士法施行細則

第20条第1項及び同条第2項の規定により登録済副本を返付する

  ことになりますので、下欄に返付先を正確に記載して下さい。

 郵便番号

返　付　先

住　　　所  長岡市四郎丸町１７３-２

返　付　先

株式会社新潟県設計　長岡支店　一級建築士事務所　
氏名もしく

は  法  人  名

9 4 0 8 5 76
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